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原 議 保 存 期 間 ３ 年

（ ）平 成 2 0 年 1 2 月 3 1 日 ま で

各 管 区 広 域 調 整 部 長 警 察 庁 丁 少 発 第 ７ ６ 号

警 視 庁 生 活 安 全 部 長 殿 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ５ 日

各道府県警察（方面）本部長 警察庁生活安全局少年課長

児童福祉法の一部を改正する法律の施行について（通達）

児童福祉法の一部を改正する法律（平成16年法律第153号。以下「改正法」とい

う。別添１及び別添２参照 ）が、平成16年12月3日に公布され、一部の規定を除。

き、同日から施行された。改正法の趣旨、警察業務に関係する事項及び運用上の留

意事項は、下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において 「法」とは、改正法による改正後の児童福祉法を、

いう。

記

第１ 改正法の趣旨

次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待等の問題に適切に対応できる

よう児童相談に関する体制の充実等を行うほか、児童の売買、児童買春及び児

童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結を行うために必

要な規定の整備を行ったものである。

第２ 警察業務に関係する事項

１ 児童相談所及び市町村の役割等の見直し

(1) 市町村の業務等

市町村を児童に関する一次的な相談支援機関と位置付けるとともに、要保

護児童の通告先として市町村が加えられることとされた （法第10条・第25。

条関係）

なお 「要保護児童」とは 「保護者のない児童又は保護者に監護させる、 、

ことが不適当であると認められる児童 （法第6条の3）を指し、通告の対象」

となる児童の範囲は、改正前の児童福祉法第25条と同様である。

ア 市町村は、児童の福祉に関し、必要な実情の把握及び情報の提供を行う

とともに、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行わなけ

ればならないこととされた （法第10条第1項関係）。

イ 市町村長は、児童の福祉に関する相談に応じる業務のうち専門的な知識

及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言

を求めなければならないこととされた （法第10条第2項関係）。

ウ 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に

努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上の

ために必要な措置を講じなければならないこととされた （法第10条第4。
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項関係）

エ 政令で定める市は児童相談所を設置できることとされた （法第59条の。

4第1項関係）

(2) 都道府県の業務等

ア 都道府県は、法第10条第1項に規定する市町村の業務の実施に関し、市

町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助等を

行わなければならないこととされた （法第11条第1項第1号関係）。

イ 都道府県は、児童の福祉に関し、主として次の業務を行わなければなら

ないこととされた （法第11条第1項第2号関係）。

、 。(ｱ) 各市町村の区域を超えた広域的な見地から 実情の把握に努めること

(ｲ) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を

必要とするものに応ずること。

(ｳ) 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育

学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。

(ｴ) 児童及びその保護者につき、(ｳ)の調査又は判定に基づいて必要な指

導を行うこと。

(ｵ) 児童の一時保護を行うこと。

ウ 児童相談所は、児童の福祉に関し、主としてア及びイの(ｲ)から(ｵ)まで

の業務を行うこととされた （法第12条第2項関係）。

このように、改正法は、児童及び妊産婦の福祉に関する相談への対応を、第

一次的には市町村の業務として位置付け、児童相談所の役割は、専門的な知識

及び技術を必要とする相談への対応や市町村相互間の連絡調整、市町村に対す

る情報の提供その他必要な援助を行うこと等に重点化するものである。

なお、イの(ｳ)から(ｵ)までの業務は、従来から児童相談所が行うこととされ

ていたものである。

２ 要保護児童対策地域協議会

(1) 概要

ア 地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情報の交

換を行うとともに要保護児童及びその保護者（以下「要保護児童等」とい

う ）に対する支援の内容に関する協議を行う要保護児童対策地域協議会。

（以下「協議会」という ）を置くことができることとされた （法第25。 。

条の2第1項及び第2項関係）

イ 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等の

うちから、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対す

る支援の実施状況を的確に把握し、関係機関等との連絡調整を行う要保護

児童対策調整機関を指定することとされた （法第25条の2第4項及び第5。

項関係）

ウ 協議会は、アの情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき

は、関係機関等に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができ
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ることとされた （法第25条の3関係）。

エ 協議会を構成する関係機関等の役職員等は、正当な理由がなく、協議会

の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととされた （法第。

25条の5関係）

この守秘義務の適用範囲は、協議会を構成する関係機関等の区分に応じ

て以下のとおりである。

(ｱ) 国又は地方公共団体の機関

当該機関の職員又は職員であった者

(ｲ) 法人

当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(ｳ) 上記以外の者

協議会を構成する者又はその職にあった者

３ 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選

択議定書の締結に必要な規定の整備

(1) 法第34条第1項第9号に関する適用除外事由の削除

法第34条第1項第9号に規定される禁止行為の定義から「児童が四親等内の

児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基づくものである

か又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである

場合を除き 」の文言が削除され 「児童の心身に有害な影響を与える行為、 、

をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」とされた （法第。

34条第1項第9号関係）

(2) 国外犯処罰規定の新設

法第34条第1項第7号及び第9号の規定に違反する罪については、刑法第4条

の2の例に従うこととされた （法第60条第6項関係）。

４ 施行期日

改正法は平成16年12月3日から施行されたが、上記警察業務に関係する改正

規定については、それぞれに定める日から施行される。

１（ 1)のエを除く ）及び２ 平成17年4月1日（ 。

１（1)エ 平成18年4月1日

３ 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関す

る条約の選択議定書が日本国について効力を

生ずる日（平成17年2月24日）

第２ 運用上の留意事項

１ 市町村が対応する児童の福祉に関する相談について

市町村が対応する児童の福祉に関する相談は、不良行為少年、ぐ犯少年及び

触法少年の福祉に関する相談も含まれるものである。

警察の少年相談窓口においては、日頃から市町村その他の関係機関の相談窓

口と連携体制を確立しておき、警察が受理した少年相談のうち、児童の最善の

福祉を確保する観点から市町村その他の関係機関が対応することが適当である
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と認めるものについては、市町村その他の関係機関に引き継ぐこと。

また、市町村において受理した児童の福祉に関する相談については、例えば

児童が犯罪行為を行っていたことが判明した場合等警察による対応が必要とな

る場合もあることから、市町村から協議等を求められた場合には適切に対応す

ること。

２ 要保護児童の通告先について

法第25条は、一時保護の要否に応じて通告先を異ならせておらず、警察が要

保護児童を発見した場合には、法第33条の規定に基づく一時保護の要否その他

の事情にかかわらず、警察の裁量により、市町村、福祉事務所及び児童相談所

のいずれの機関に対しても通告することができる。

ただし、深刻な児童虐待が疑われる場合等、緊急性、専門性の高い困難な事

案であると警察が判断した場合は、一般的には児童相談所に通告することが適

当である。

なお、触法少年及びぐ犯少年の通告については、それぞれ、犯罪捜査規範第

215条及び第216条の定めにより行うこと。

３ 協議会について

(1) 協議会の運営について

協議会を構成する関係機関として想定されているものとしては、地方公共

団体の児童福祉担当部局、母子保健担当部局、児童相談所、福祉事務所、保

、 、 、 、 、 、 、育所 保健所 市町村保健センター 教育委員会 幼稚園 小学校 中学校

高等学校等が挙げられ、警察署、都道府県警察本部及び少年サポートセンタ

ーも含まれる。また、少年警察ボランティアが、協議会に構成員として参加

することも可能である。

警察については、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

及び要保護児童等に対する支援の内容に関する協議に参加することが期待さ

れていることから、地域の実情に応じて、協議会に積極的に参加するととも

に、協議会を中心に関係機関等と緊密な連携を図ること。

また、協議会は、児童虐待の被害児童のみならず、要保護児童全般を対象

とすることから、不良行為少年及び非行少年についても、要保護児童に該当

するものについては対象となることに留意すること。

(2) 少年サポートチームとの関係について

現在、非行等の問題を抱えた個々の児童について、学校、教育委員会、児

童相談所、警察、保護観察所等の関係機関の担当者とボランティアにより構

成される少年サポートチームが支援を行う取組みが行われているところであ

る。

少年サポートチームを形成するために関係機関等により構成されるネット

ワークが既に存在している地域において協議会が設置される場合は、両者の

構成員が重複する場合も少なくないと解されることから、地域の実情を踏ま

、 、 。えつつ 要保護児童の適切な保護が図られるよう 緊密な連携に努めること
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(3) 資料又は情報の提供について

警察については、例えば、捜査その他の活動を通じて把握した児童虐待事

案に関し、要保護児童の適切な保護を図るため、警察の保有する資料又は情

報の提供を求められることが考えられる。協議会から資料又は情報の提供を

求められた場合は、犯罪捜査に支障を及ぼすとき等を除き、少年の健全な育

成を図る少年警察の責務を果たす観点から、協議会に対して必要な協力を行

うよう努めること。

(4) 守秘義務について

警察署又は都道府県警察本部が協議会の構成員となる場合は、守秘義務の

及ぶ範囲は、要保護児童の適切な保護に業務上直接的な関連を有する部署に

限らず、警察署又は都道府県警察本部の全部署の職員となることに留意する

こと。

また、法人格を有さない任意団体（少年補導員協会等）については、その

代表者のみが協議会の構成員となる場合は、当該代表者以外の当該団体の役

職員には、守秘義務が及ばないことから、要保護児童等を支援するため、協

議会で得た要保護児童等に係る情報を当該団体の役職員で共有する場合は、

当該情報を共有する役職員をそれぞれ個人として協議会の構成員とする必要

があることに留意すること。

別添１ 改正法官報

別添２ 改正法新旧対照表
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○

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

現

行

第
六
条
の
二

（
略
）

第
六
条
の
二

（
略
）

②
～
⑩

（
略
）

②
～
⑩

（
略
）

⑪

こ
の
法
律
で
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
と
は
、
第
二
十
七
条
第
七
項
の
措

⑪

こ
の
法
律
で
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
と
は
、
第
二
十
七
条
第
九
項
の
措

置
に
係
る
者
に
つ
き
同
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
日
常
生

置
に
係
る
者
に
つ
き
同
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
日
常
生

活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
並
び
に
就
業
の
支
援
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
同
項
の
措

活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
を
行
う
事
業
を
い
う
。

置
を
解
除
さ
れ
た
者
に
つ
き
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
事
業
を
い
う
。

⑫
・
⑬

（
略
）

⑫
・
⑬

（
略
）

第
六
条
の
三

こ
の
法
律
で
、
里
親
と
は
、
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に

監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
（
以
下
「
要
保
護
児

童
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知

事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。

第
八
条

第
七
項
、
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九

第
八
条

第
七
項
、
第
二
十
七
条
第
八
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る

た
め
、
都
道
府
県
に
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を

た
め
、
都
道
府
県
に
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を

置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方

社
会
福
祉
審
議
会
（
以
下
「
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
児
童
福

社
会
福
祉
審
議
会
（
以
下
「
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
児
童
福
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祉
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で

祉
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

な
い
。

②
～
⑥

（
略
）

②
～
⑥

（
略
）

⑦

社
会
保
障
審
議
会
及
び
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
（
第
一
項
た
だ
し
書
に

⑦

社
会
保
障
審
議
会
及
び
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
（
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
と
す
る
。
第
二
十

規
定
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
と
す
る
。
第
二
十

七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
並
び
に
第
五
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項

七
条
第
八
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
並
び
に
第
五
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
児
童
及
び
知
的
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
た
め
、
芸
能

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
児
童
及
び
知
的
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
た
め
、
芸
能

、
出
版
物
、
が
ん
具
、
遊
戯
等
を
推
薦
し
、
又
は
そ
れ
ら
を
製
作
し
、
興
行
し

、
出
版
物
、
が
ん
具
、
遊
戯
等
を
推
薦
し
、
又
は
そ
れ
ら
を
製
作
し
、
興
行
し

、
若
し
く
は
販
売
す
る
者
等
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

、
若
し
く
は
販
売
す
る
者
等
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
の
二

（
略
）

第
十
二
条
の
二

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

前
項
の
規
定
は
、
主
任
児
童
委
員
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
児
童
委
員
の
職

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

④

（
略
）

③

（
略
）

第
二
十
五
条

要
保
護
児
童
を
発
見
し
た
者
は
、
こ
れ
を
福
祉
事
務
所
若
し
く
は

第
二
十
五
条

保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当

児
童
相
談
所
又
は
児
童
委
員
を
介
し
て
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児
童
相
談
所
に

で
あ
る
と
認
め
る
児
童
を
発
見
し
た
者
は
、
こ
れ
を
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児

通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
罪
を
犯
し
た
満
十
四
歳
以
上
の
児
童

童
相
談
所
又
は
児
童
委
員
を
介
し
て
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児
童
相
談
所
に
通

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
家
庭
裁

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
罪
を
犯
し
た
満
十
四
歳
以
上
の
児
童
に

判
所
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判

所
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

児
童
を
里
親
に
委
託
し
、
又
は
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施

三

児
童
を
里
親
（
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
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設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症

適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
つ
て
、

心
身
障
害
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設

都
道
府
県
知
事
が
、
適
当
と
認
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
保
護

に
入
所
さ
せ
る
こ
と
。

受
託
者
（
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
学
校
教
育
法
に
定
め
る
義
務
教
育
を
終
了
し
た
も
の
を

自
己
の
家
庭
に
預
か
り
、
又
は
自
己
の
下
に
通
わ
せ
て
、
保
護
し
、
そ
の
性
能
に

応
じ
、
独
立
自
活
に
必
要
な
指
導
を
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道

府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
、
又
は
乳

児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う

あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期

治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

⑤

第
一
項
第
三
号
の
保
護
受
託
者
に
委
託
す
る
措
置
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
児
童

の
同
意
を
得
、
か
つ
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
こ
れ
を
採
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⑥

都
道
府
県
は
、
委
託
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
さ
ら
に
、
児
童
の
同
意

を
得
、
か
つ
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
児
童
の
保
護
を
保
護
受
託
者
に

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の

⑤

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の

措
置
を
解
除
し
、
停
止
し
、
若
し
く
は
他
の
措
置
に
変
更
し
、
又
は
前
項
の
措
置

措
置
を
解
除
し
、
停
止
し
、
又
は
他
の
措
置
に
変
更
す
る
場
合
に
は
、
児
童
相
談

を
採
る
場
合
に
は
、
児
童
相
談
所
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧

都
道
府
県
知
事
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
か
ら

⑥

都
道
府
県
知
事
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
措
置
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
る
も
の
及
び
第
二
十
八
条
第
一
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第
三
号
ま
で
の
措
置
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
る
も
の
及
び
第
二
十
八
条
第
一

項
第
一
号
又
は
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
採
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く

項
第
一
号
又
は
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
採
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く

は
第
二
項
の
措
置
を
採
る
場
合
、
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第

は
第
二
項
の
措
置
を
採
る
場
合
又
は
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は

二
項
の
措
置
を
解
除
し
、
停
止
し
、
若
し
く
は
他
の
措
置
に
変
更
す
る
場
合
又
は

第
二
項
の
措
置
を
解
除
し
、
停
止
し
、
若
し
く
は
他
の
措
置
に
変
更
す
る
場
合
に

第
六
項
の
措
置
を
採
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
か

は
、
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦

都
道
府
県
は
、
義
務
教
育
を
終
了
し
た
児
童
で
あ
つ
て
、
第
一
項
第
三
号
に

⑨

都
道
府
県
は
、
義
務
教
育
を
終
了
し
た
児
童
で
あ
つ
て
、
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
措
置
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
解
除
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
政
令
で

規
定
す
る
措
置
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
解
除
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
児
童
の
自
立
を
図
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
基
準

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
児
童
の
自
立
を
図
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
基
準

に
従
い
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
相
談
そ
の
他
の

に
従
い
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
相
談
そ
の
他
の

日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
並
び
に
就
業
の
支
援
を
行
い
、
又
は
当
該
都

日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
を
行
い
、
又
は
当
該
都
道
府
県
以
外
の
者
に

道
府
県
以
外
の
者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
当
該
日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活
指

当
該
住
居
に
お
い
て
当
該
日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
を
行
う
こ
と
を
委

導
並
び
に
就
業
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

託
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

②

前
項
に
規
定
す
る
措
置
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

第
三
号
の
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
児
童
養
護
施
設
に
入
所
さ
せ
る
措
置
と
み
な

②

前
項
に
規
定
す
る
措
置
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項

す
。
た
だ
し
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
（
措
置
を
解
除
し
、
停
止
し
、
又
は
他

第
三
号
の
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
児
童
養
護
施
設
に
入
所
さ
せ
る
措
置
と
み
な

の
措
置
に
変
更
す
る
場
合
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定

す
。
た
だ
し
、
同
条
第
四
項
及
び
第
八
項
（
措
置
を
解
除
し
、
停
止
し
、
又
は
他

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
措
置
に
変
更
す
る
場
合
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定

第
三
十
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
里
親
及
び
児
童
福
祉
施
設
の
長
並
び
に
前

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
、
児
童
の
保
護
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
し
、

第
三
十
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
里
親
、
保
護
受
託
者
及
び
児
童
福
祉
施
設

又
は
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
長
並
び
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
、
児
童
の
保
護
に
つ
い
て
、
必
要

第
三
十
一
条

（
略
）

な
指
示
を
し
、
又
は
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

都
道
府
県
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
里
親
に
委
託
さ

第
三
十
一
条

（
略
）
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れ
、
又
は
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
（
国
の
設
置
す
る
知
的
障
害
児
施

②

都
道
府
県
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
養
護
施
設

設
を
除
く
。
）
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
若
し
く
は
児

、
知
的
障
害
児
施
設
（
国
の
設
置
す
る
知
的
障
害
児
施
設
を
除
く
。
）
、
盲
ろ
う

童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
し
た
児
童
に
つ
い
て
は
満
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
、
同

あ
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
し
た

号
の
規
定
に
よ
り
国
の
設
置
す
る
知
的
障
害
児
施
設
に
入
所
し
た
児
童
に
つ
い
て

児
童
に
つ
い
て
は
満
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
国
の
設
置
す

は
そ
の
者
が
社
会
生
活
に
順
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
引
き
続

る
知
的
障
害
児
施
設
に
入
所
し
た
児
童
に
つ
い
て
は
そ
の
者
が
社
会
生
活
に
順
応

き
同
号
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
継
続
し
、
又
は
そ
の
者
を
こ
れ
ら
の
児
童
福
祉
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
引
き
続
き
そ
の
者
を
こ
れ
ら
の
児
童
福

設
に
在
所
さ
せ
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

祉
施
設
に
在
所
さ
せ
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

（
略
）

④

都
道
府
県
は
、
第
二
十
七
条
第
七
項
の
措
置
を
採
つ
た
児
童
に
つ
い
て
は
、

③

（
略
）

満
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
、
引
き
続
き
そ
の
者
に
援
助
を
行
い
、
又
は
同
項
に
規

④

都
道
府
県
は
、
第
二
十
七
条
第
九
項
の
措
置
を
採
つ
た
児
童
に
つ
い
て
は
、

定
す
る
委
託
を
継
続
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

満
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
、
引
き
続
き
そ
の
者
に
援
助
を
行
い
、
又
は
同
項
に
規

⑤

前
各
項
に
規
定
す
る
保
護
又
は
措
置
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

定
す
る
委
託
を
継
続
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

母
子
保
護
の
実
施
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項

⑤

前
各
項
に
規
定
す
る
保
護
又
は
措
置
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

に
規
定
す
る
措
置
と
み
な
す
。

母
子
保
護
の
実
施
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
若
し
く
は
第
九
項

⑥

（
略
）

に
規
定
す
る
措
置
と
み
な
す
。

第
三
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
七
項

⑥

（
略
）

の
措
置
を
採
る
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
児
童
相
談
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

第
三
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
九
項

き
る
。

の
措
置
を
採
る
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
児
童
相
談
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

②

（
略
）

き
る
。

第
三
十
三
条
の
四

（
略
）

②

（
略
）

一

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項

第
三
十
三
条
の
四

（
略
）

第
二
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
項
の
措
置

当
該
措
置
に

一

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項

係
る
児
童
の
保
護
者

第
二
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
九
項
の
措
置

当
該
措
置
に
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二
～
四

（
略
）

係
る
児
童
の
保
護
者

第
三
十
三
条
の
五

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
二

二
～
四

（
略
）

十
六
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

第
三
十
三
条
の
五

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
二

、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
の
措
置
を
解
除
す
る
処
分
又
は
保
育
の
実
施
等
の
解

十
六
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

除
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
章
（
第
十

、
第
二
項
若
し
く
は
第
九
項
の
措
置
を
解
除
す
る
処
分
又
は
保
育
の
実
施
等
の
解

二
条
及
び
第
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

除
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
章
（
第
十

第
三
十
四
条

（
略
）

二
条
及
び
第
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
八

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

九

児
童
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
さ
せ
る
目
的
を
も
つ
て
、
こ

一
～
八

（
略
）

れ
を
自
己
の
支
配
下
に
置
く
行
為

九

児
童
が
四
親
等
内
の
児
童
で
あ
る
場
合
及
び
児
童
に
対
す
る
支
配
が
正
当
な

雇
用
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
又
は
家
庭
裁
判
所
、
都
道
府
県
知
事
又
は
児

童
相
談
所
長
の
承
認
を
得
た
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
児
童
の
心
身
に
有
害
な

影
響
を
与
え
る
行
為
を
さ
せ
る
目
的
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
自
己
の
支
配
下
に
置
く

②

（
略
）

行
為

第
三
十
四
条
の
六

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を

②

（
略
）

行
う
者
は
、
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は

第
三
十
四
条
の
六

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
と

行
う
者
は
、
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は

き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
と

第
三
十
七
条

乳
児
院
は
、
乳
児
（
保
健
上
、
安
定
し
た
生
活
環
境
の
確
保
そ
の

き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
幼
児
を
含
む
。
）
を
入
院
さ
せ

第
三
十
七
条

乳
児
院
は
、
乳
児
（
保
健
上
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
の

て
、
こ
れ
を
養
育
し
、
あ
わ
せ
て
退
院
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を

あ
る
場
合
に
は
、
お
お
む
ね
二
歳
未
満
の
幼
児
を
含
む
。
）
を
入
院
さ
せ
て
、
こ

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

れ
を
養
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

第
三
十
八
条

母
子
生
活
支
援
施
設
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
又
は
こ
れ
に
準
ず
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る
事
情
に
あ
る
女
子
及
び
そ
の
者
の
監
護
す
べ
き
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
ら

第
三
十
八
条

母
子
生
活
支
援
施
設
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
又
は
こ
れ
に
準
ず

の
者
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
自
立
の
促
進
の
た
め
に
そ
の
生
活

る
事
情
に
あ
る
女
子
及
び
そ
の
者
の
監
護
す
べ
き
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
ら

を
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と

の
者
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
自
立
の
促
進
の
た
め
に
そ
の
生
活

を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

第
四
十
一
条

児
童
養
護
施
設
は
、
保
護
者
の
な
い
児
童
（
乳
児
を
除
く
。
た
だ

し
、
安
定
し
た
生
活
環
境
の
確
保
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
の
あ
る
場
合

第
四
十
一
条

児
童
養
護
施
設
は
、
乳
児
を
除
い
て
、
保
護
者
の
な
い
児
童
、
虐

に
は
、
乳
児
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
虐
待
さ
れ
て
い
る
児

待
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
環
境
上
養
護
を
要
す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ

童
そ
の
他
環
境
上
養
護
を
要
す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を
養
護
し
、
あ
わ

を
養
護
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る

せ
て
退
所
し
た
者
に
対
す
る
相
談
そ
の
他
の
自
立
の
た
め
の
援
助
を
行
う
こ
と
を

。

目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
五

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
は
、
軽
度
の
情
緒
障
害
を
有
す

る
児
童
を
、
短
期
間
、
入
所
さ
せ
、
又
は
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
、
そ
の
情

第
四
十
三
条
の
五

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
は
、
軽
度
の
情
緒
障
害
を
有
す

緒
障
害
を
治
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う

る
児
童
を
、
短
期
間
、
入
所
さ
せ
、
又
は
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
、
そ
の
情

こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

緒
障
害
を
治
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

第
四
十
四
条

児
童
自
立
支
援
施
設
は
、
不
良
行
為
を
な
し
、
又
は
な
す
お
そ
れ

の
あ
る
児
童
及
び
家
庭
環
境
そ
の
他
の
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
生
活
指
導
等
を
要

第
四
十
四
条

児
童
自
立
支
援
施
設
は
、
不
良
行
為
を
な
し
、
又
は
な
す
お
そ
れ

す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
、
又
は
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
、
個
々
の
児
童
の
状

の
あ
る
児
童
及
び
家
庭
環
境
そ
の
他
の
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
生
活
指
導
等
を
要

況
に
応
じ
て
必
要
な
指
導
を
行
い
、
そ
の
自
立
を
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た

す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
、
又
は
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
、
個
々
の
児
童
の
状

者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

況
に
応
じ
て
必
要
な
指
導
を
行
い
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

第
四
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
並
び
に
里

施
設
と
す
る
。

親
の
行
う
養
育
に
つ
い
て
、
最
低
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
最
低
基
準
は
、
児
童
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達

第
四
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
、
里
親
の

の
た
め
に
必
要
な
生
活
水
準
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
う
養
育
並
び
に
保
護
受
託
者
の
行
う
保
護
に
つ
い
て
、
最
低
基
準
を
定
め
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
最
低
基
準
は
、
児
童
の
身
体

②

児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
及
び
里
親
は
、
前
項
の
最
低
基
準
を
遵
守
し
な
け

的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
生
活
水
準
を
確
保
す
る
も

れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

（
略
）

②

児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
並
び
に
里
親
及
び
保
護
受
託
者
は
、
前
項
の
最
低

第
四
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
最
低
基
準
を
維
持
す
る
た
め
、
児
童

基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

福
祉
施
設
の
設
置
者
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
及
び
里
親
に
対
し
て
、
必
要
な
報
告

③

（
略
）

を
求
め
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て

第
四
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
最
低
基
準
を
維
持
す
る
た
め
、
児
童

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

福
祉
施
設
の
設
置
者
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
、
里
親
及
び
保
護
受
託
者
に
対
し
て

件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
必
要
な
報
告
を
求
め
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
、
関

②
～
④

（
略
）

係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書

第
四
十
七
条

（
略
）

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

児
童
福
祉
施
設
の
長
又
は
里
親
は
、
入
所
中
又
は
受
託
中
の
児
童
で
親
権
を

②
～
④

（
略
）

行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒

第
四
十
七
条

（
略
）

に
関
し
、
そ
の
児
童
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
入
所
中
の
児
童
で
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後

第
四
十
八
条

児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体

見
人
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒
に
関
し
、
そ
の
児
童

不
自
由
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
並

の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

び
に
里
親
は
、
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
保
護
者
に
準
じ
て
、
そ
の
施
設
に
入
所

第
四
十
八
条

児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体

中
又
は
受
託
中
の
児
童
を
就
学
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
自
由
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は

第
五
十
条

（
略
）

、
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
保
護
者
に
準
じ
て
、
そ
の
施
設
に
入
所
中
の
児
童
を

一
～
六
の
三

（
略
）

就
学
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

都
道
府
県
が
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
を
採
つ
た
場

第
五
十
条

（
略
）

合
に
お
い
て
、
入
所
又
は
委
託
に
要
す
る
費
用
及
び
入
所
後
の
保
護
又
は
委
託
後

一
～
六
の
三

（
略
）

の
養
育
に
つ
き
、
第
四
十
五
条
の
最
低
基
準
を
維
持
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
（

七

都
道
府
県
が
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
を
採
つ
た
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国
の
設
置
す
る
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通

場
合
に
お
い
て
、
入
所
又
は
委
託
（
保
護
受
託
者
に
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
以

園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、

下
同
じ
。
）
に
要
す
る
費
用
及
び
入
所
後
の
保
護
又
は
委
託
後
の
養
育
に
つ
き
、

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
さ
せ
た
児
童
に
つ

第
四
十
五
条
の
最
低
基
準
を
維
持
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
（
国
の
設
置
す
る
乳

き
、
そ
の
入
所
後
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）

児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う

あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期

七
の
二
～
九

（
略
）

治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
さ
せ
た
児
童
に
つ
き
、
そ
の
入
所
後

第
五
十
六
条

（
略
）

に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）

②

第
五
十
条
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
六
号
の
三
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
に
規

七
の
二
～
九

（
略
）

定
す
る
費
用
を
支
弁
し
た
都
道
府
県
又
は
第
五
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
費
用

第
五
十
六
条

（
略
）

（
業
者
に
委
託
し
な
い
で
補
装
具
の
交
付
又
は
修
理
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る

②

第
五
十
条
第
五
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
六
号
の
三
か
ら
第
七
号
の
二
ま

当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定

で
に
規
定
す
る
費
用
を
支
弁
し
た
都
道
府
県
又
は
第
五
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す

す
る
費
用
を
支
弁
し
た
市
町
村
の
長
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
、
そ

る
費
用
（
業
者
に
委
託
し
な
い
で
補
装
具
の
交
付
又
は
修
理
が
行
わ
れ
た
場
合
に

の
負
担
能
力
に
応
じ
、
そ
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

お
け
る
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号

。

に
規
定
す
る
費
用
を
支
弁
し
た
市
町
村
の
長
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か

③
～
⑦

（
略
）

ら
、
そ
の
負
担
能
力
に
応
じ
、
そ
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が

⑧

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
能
力
の
認

で
き
る
。

定
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
又
は
第
四
項
若
し
く

③
～
⑦

（
略
）

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
払
の
命
令
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
収
入
の
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
に
対
し
、

必
要
な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑨

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
は
、
こ

れ
を
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
居
住
地
又
は
財
産
所
在
地
の
都
道
府
県
又
は

市
町
村
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
は
、
こ
れ
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⑩

（
略
）

を
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
居
住
地
又
は
財
産
所
在
地
の
都
道
府
県
又
は

第
六
十
条

（
略
）

市
町
村
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
～
④

（
略
）

⑨

（
略
）

⑤

第
二
項
（
第
三
十
四
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
九
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
六
十
条

（
略
）

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
は
、
刑
法
第
四
条
の
二
の
例
に
従
う
。

②
～
④

（
略
）
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○

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
第
二
条
関
係
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条

第
三
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条

第
三
条
）

－
－

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

児
童
福
祉
審
議
会
等
（
第
八
条

第
九
条
）

第
二
節

児
童
福
祉
審
議
会
等
（
第
八
条

第
十
条
）

－
－

第
三
節

実
施
機
関
（
第
十
条

第
十
二
条
の
六
）

第
三
節

児
童
福
祉
司
（
第
十
一
条

第
十
一
条
の
三
）

－
－

第
四
節

児
童
福
祉
司
（
第
十
三
条

第
十
五
条
）

第
四
節

児
童
委
員
（
第
十
二
条

第
十
四
条
）

－
－

第
五
節

児
童
委
員
（
第
十
六
条

第
十
八
条
の
三
）

第
五
節

児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
及
び
保
健
所
（
第
十
五
条

第
十
八

－
－

条
の
三
）

第
六
節

（
略
）

第
六
節

（
略
）

第
二
章

福
祉
の
保
障

第
二
章

福
祉
の
保
障

第
一
節

療
育
の
指
導
、
医
療
の
給
付
等
（
第
十
九
条

第
二
十
一
条
の
九

第
一
節

療
育
の
指
導
、
医
療
の
給
付
等
（
第
十
九
条

第
二
十
一
条
の
九

－
－

の
二
）

）

第
二
節
～
第
五
節

（
略
）

第
二
節
～
第
五
節

（
略
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

第
三
節

実
施
機
関

第
十
条

市
町
村
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な

第
十
条

削
除
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
必
要
な
実
情
の
把
握
に
努
め
る
こ
と

。二

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

三

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
調
査
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と

。②

市
町
村
長
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
専
門
的
な
知
識
及
び
技

術
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
児
童
相
談
所
の
技
術
的
援
助
及
び
助
言
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

市
町
村
長
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
医
学

的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健
上
の
判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
は
、
児
童
相
談
所
の
判
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

市
町
村
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
事
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の

整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
人
材
の
確
保
及
び
資

質
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
市
町
村
の
業
務
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互

間
の
連
絡
調
整
、
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ

と
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ

と
。
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イ

各
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
実
情
の
把
握
に
努

め
る
こ
と
。

ロ

児
童
に
関
す
る
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識
及

び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
に
応
ず
る
こ
と
。

ハ

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
つ
き
、
必
要
な
調
査
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学

的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健
上
の
判
定
を
行
う
こ
と
。

ニ

児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
つ
き
、
ハ
の
調
査
又
は
判
定
に
基
づ
い
て
必

要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

ホ

児
童
の
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。

②

都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
の
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
切
な

実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
に
対
し
、
必
要

な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

③

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
事
務
の

全
部
又
は
一
部
を
、
そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政
庁
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

児
童
相
談
所
は
、
児
童
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し
て
前
条
第
一
項
第
一
号
に

[
参
考]

掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す

第
五
節

児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
及
び
保
健
所

る
。

第
十
五
条

都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
二

児
童
相
談
所
は
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
主

と
し
て
左
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

児
童
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
応
ず

る
こ
と
。

二

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
つ
き
、
必
要
な
調
査
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学
的
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、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健
上
の
判
定
を
行
う
こ
と
。

三

児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
つ
き
、
前
号
の
調
査
又
は
判
定
に
基
づ
い
て
必

要
な
指
導
を
行
な
う
こ
と
。

③

児
童
相
談
所
は
、
必
要
に
応
じ
、
巡
回
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
（
前

四

児
童
の
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。

条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

②

児
童
相
談
所
は
、
必
要
に
応
じ
、
巡
回
し
て
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

④

児
童
相
談
所
長
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
の
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
福
祉
に

で
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

関
す
る
事
務
所
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
長
（
以
下
「
福
祉
事
務

所
長
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
調
査
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
の
二

児
童
相
談
所
に
は
、
所
長
及
び
所
員
を
置
く
。

②

所
長
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
十
六
条

児
童
相
談
所
に
は
、
所
長
及
び
所
員
を
置
く
。

③

所
員
は
、
所
長
の
監
督
を
受
け
、
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

②

所
長
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
す
る
。

④

児
童
相
談
所
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
職
員
を
置

③

所
員
は
、
所
長
の
監
督
を
受
け
、
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
掌
る
。

く
こ
と
が
で
き
る
。

④

児
童
相
談
所
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
必
要
な
職
員
を
置
く

第
十
二
条
の
三

児
童
相
談
所
の
所
長
及
び
所
員
は
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員

こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
。

第
十
六
条
の
二

児
童
相
談
所
の
所
長
及
び
所
員
は
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員

②

所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
。

一

医
師
で
あ
つ
て
、
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者

②

所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧

一

医
師
で
あ
つ
て
、
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者

大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
、
心
理

二

学
校
教
育
法
に
基
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
、
心
理

学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

三

社
会
福
祉
士

四

児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
（
以
下
「
児
童
福
祉
司
」

と
い
う
。
）
と
し
て
二
年
以
上
勤
務
し
た
者
又
は
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
得
た

二
の
二

社
会
福
祉
士
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後
二
年
以
上
所
員
と
し
て
勤
務
し
た
者

三

二
年
以
上
児
童
福
祉
司
と
し
て
勤
務
し
た
者
又
は
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ

得
た
後
二
年
以
上
所
員
と
し
て
勤
務
し
た
者

つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

③

所
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修
を
受
け
な
け
れ

四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ

ば
な
ら
な
い
。

つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

④

判
定
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
の
中
に
は
、
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
及
び
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

③

判
定
を
掌
る
所
員
の
中
に
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準

。

ず
る
資
格
を
有
す
る
者
及
び
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
資

⑤

相
談
及
び
調
査
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
は
、
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る

格
を
有
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
四

児
童
相
談
所
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施

④

相
談
及
び
調
査
を
掌
る
所
員
は
、
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な

設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
五

こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域

第
十
七
条

児
童
相
談
所
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
を

そ
の
他
児
童
相
談
所
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
外
、
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
そ
の
他

児
童
相
談
所
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
八
条
の
二

福
祉
事
務
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
主
と
し
て
左
の

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
必
要
な
実
情
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

二

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
調
査
を
行
い
、
及
び
個
別
的
に
又
は
集
団
的
に
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
並

び
に
こ
れ
ら
に
附
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。
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②

児
童
相
談
所
長
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
の
福
祉
事
務
所
の
長
（
以
下
「
福
祉

第
十
二
条
の
六

保
健
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
主
と
し
て
次
の
業
務

事
務
所
長
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
調
査
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
三

保
健
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
主
と
し
て
次
の
業
務

一

児
童
の
保
健
に
つ
い
て
、
正
し
い
衛
生
知
識
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

を
行
う
も
の
と
す
る
。

二

児
童
の
健
康
相
談
に
応
じ
、
又
は
健
康
診
査
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
保
健

一

児
童
の
保
健
に
つ
い
て
、
正
し
い
衛
生
知
識
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

指
導
を
行
う
こ
と
。

二

児
童
の
健
康
相
談
に
応
じ
、
又
は
健
康
診
査
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
保
健

三

身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
疾
病
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と

指
導
を
行
う
こ
と
。

す
る
児
童
の
療
育
に
つ
い
て
、
指
導
を
行
う
こ
と
。

三

身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
疾
病
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と

四

児
童
福
祉
施
設
に
対
し
、
栄
養
の
改
善
そ
の
他
衛
生
に
関
し
、
必
要
な
助
言

す
る
児
童
の
療
育
に
つ
い
て
、
指
導
を
行
う
こ
と
。

を
与
え
る
こ
と
。

四

児
童
福
祉
施
設
に
対
し
、
栄
養
の
改
善
そ
の
他
衛
生
に
関
し
、
必
要
な
助
言

②

児
童
相
談
所
長
は
、
相
談
に
応
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は
妊
産
婦
に
つ

を
与
え
る
こ
と
。

い
て
、
保
健
所
に
対
し
、
保
健
指
導
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
四
節

児
童
福
祉
司

第
十
三
条

都
道
府
県
は
、
そ
の
設
置
す
る
児
童
相
談
所
に
、
児
童
福
祉
司
を
置

第
三
節

児
童
福
祉
司

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

児
童
福
祉
司
は
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員
と
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
任
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
に
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員
で
あ
つ

て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
中
か
ら
任
用
し
た
児
童
の
福
祉
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
（
以
下
「
児
童
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
を
置
か

一

（
略
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
、
心

一

（
略
）

理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課

二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
又
は
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程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て

旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て

一
年
以
上
児
童
そ
の
他
の
者
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
そ
の

、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相

他
の
援
助
を
行
う
業
務
に
従
事
し
た
も
の

当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

三
～
五

（
略
）

③
・
④

（
略
）

三
～
五

（
略
）

第
十
四
条

市
町
村
長
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
児
童
福
祉

②
・
③

（
略
）

司
に
必
要
な
状
況
の
通
報
及
び
資
料
の
提
供
並
び
に
必
要
な
援
助
を
求
め
る
こ
と

第
十
一
条
の
二

市
町
村
長
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
児
童

が
で
き
る
。

福
祉
司
に
必
要
な
状
況
の
通
報
及
び
資
料
の
提
供
並
び
に
必
要
な
援
助
を
求
め
る

②

（
略
）

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条

（
略
）

②

（
略
）

第
五
節

児
童
委
員

第
十
一
条
の
三

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

第
四
節

児
童
委
員

第
十
七
条

児
童
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

第
十
二
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
十
二
条
の
二

児
童
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

四

児
童
福
祉
司
又
は
福
祉
事
務
所
の
社
会
福
祉
主
事
の
行
う
職
務
に
協
力
す
る

一
～
三

（
略
）

こ
と
。

四

児
童
福
祉
司
又
は
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
（
以
下

「
福
祉
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
社
会
福
祉
主
事
の
行
う
職
務
に
協
力
す
る
こ
と

五
・
六

（
略
）

。

②
～
④

（
略
）

五
・
六

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
十
八
条
の
二

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
八
条
の
三

（
略
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）
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第
五
節

児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
及
び
保
健
所

第
十
五
条

都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
二

児
童
相
談
所
は
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
主

と
し
て
左
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

児
童
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
応
ず

る
こ
と
。

二

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
つ
き
、
必
要
な
調
査
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学
的

、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健
上
の
判
定
を
行
う
こ
と
。

三

児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
つ
き
、
前
号
の
調
査
又
は
判
定
に
基
づ
い
て
必

要
な
指
導
を
行
な
う
こ
と
。

四

児
童
の
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。

②

児
童
相
談
所
は
、
必
要
に
応
じ
、
巡
回
し
て
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条

児
童
相
談
所
に
は
、
所
長
及
び
所
員
を
置
く
。

②

所
長
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
す
る
。

③

所
員
は
、
所
長
の
監
督
を
受
け
、
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
掌
る
。

④

児
童
相
談
所
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
必
要
な
職
員
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
の
二

児
童
相
談
所
の
所
長
及
び
所
員
は
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員

と
す
る
。

②

所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
師
で
あ
つ
て
、
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

学
校
教
育
法
に
基
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
、
心
理
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学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

二
の
二

社
会
福
祉
士

三

二
年
以
上
児
童
福
祉
司
と
し
て
勤
務
し
た
者
又
は
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を

得
た
後
二
年
以
上
所
員
と
し
て
勤
務
し
た
者

四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ

つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

③

判
定
を
掌
る
所
員
の
中
に
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
資
格
を
有
す
る
者
及
び
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

資
格
を
有
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

相
談
及
び
調
査
を
掌
る
所
員
は
、
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条

児
童
相
談
所
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
外
、
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
そ
の
他

児
童
相
談
所
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
八
条
の
二

福
祉
事
務
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
主
と
し
て
左
の

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
必
要
な
実
情
の
把
握
に
務
め
る
こ
と
。

二

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
調
査
を
行
い
、
及
び
個
別
的
に
又
は
集
団
的
に
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
並

び
に
こ
れ
ら
に
附
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

②

児
童
相
談
所
長
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
の
福
祉
事
務
所
の
長
（
以
下
「
福
祉

事
務
所
長
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
調
査
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
十
八
条
の
三

保
健
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
主
と
し
て
次
の
業
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

児
童
の
保
健
に
つ
い
て
、
正
し
い
衛
生
知
識
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

二

児
童
の
健
康
相
談
に
応
じ
、
又
は
健
康
診
査
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
保

健
指
導
を
行
う
こ
と
。

三

身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
疾
病
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要

と
す
る
児
童
の
療
育
に
つ
い
て
、
指
導
を
行
う
こ
と
。

四

児
童
福
祉
施
設
に
対
し
、
栄
養
の
改
善
そ
の
他
衛
生
に
関
し
、
必
要
な
助

言
を
与
え
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
の
九
の
二

都
道
府
県
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
慢
性
疾
患
に

か
か
つ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
児
童
又
は
児
童

以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て

、
当
該
疾
患
の
状
態
が
当
該
疾
患
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る

も
の
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
当
該
疾
患
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
そ
の

他
必
要
な
研
究
に
資
す
る
医
療
の
給
付
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
の
二
十
九

市
町
村
は
、
子
育
て
支
援
事
業
に
関
し
必
要
な
情
報
の

第
二
十
一
条
の
二
十
九

市
町
村
は
、
子
育
て
支
援
事
業
に
関
し
必
要
な
情
報
の

提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
保
護
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
保
護
者
の

提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
保
護
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
保
護
者
の

希
望
、
そ
の
児
童
の
養
育
の
状
況
、
当
該
児
童
に
必
要
な
支
援
の
内
容
そ
の
他
の

希
望
、
そ
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
支
援
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
当

事
情
を
勘
案
し
、
当
該
保
護
者
が
最
も
適
切
な
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
が
で
き

該
保
護
者
が
最
も
適
切
な
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
、
相
談
に
応

る
よ
う
、
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

じ
、
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）
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②

（
略
）

②

（
略
）

③

都
道
府
県
等
は
、
第
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
、
第
二
十
五
条
の
八
第

③

都
道
府
県
等
は
、
第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四

三
号
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た

号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と

妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
妊
産
婦
に
対
し
、
助

認
め
る
と
き
は
、
当
該
妊
産
婦
に
対
し
、
助
産
の
実
施
の
申
込
み
を
勧
奨
し
な
け

産
の
実
施
の
申
込
み
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

④

（
略
）

④

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

都
道
府
県
等
は
、
第
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
、
第
二
十
五
条
の
八
第

④

都
道
府
県
等
は
、
第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四

三
号
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た

号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た
保
護
者
及
び
児
童
に
つ
い
て
、
必
要

保
護
者
及
び
児
童
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
に

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
母
子
保
護
の
実
施
の
申
込
み

対
し
、
母
子
保
護
の
実
施
の
申
込
み
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

（
略
）

⑤

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

市
町
村
は
、
第
二
十
五
条
の
八
第
三
号
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の

④

市
町
村
は
、
第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の

規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た
児
童
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た
児
童
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
保
育
の
実
施
の
申
込
み
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な

と
き
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
保
育
の
実
施
の
申
込
み
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

⑤

（
略
）

⑤

（
略
）

第
二
十
五
条

要
保
護
児
童
を
発
見
し
た
者
は
、
こ
れ
を
市
町
村
、
都
道
府
県
の

第
二
十
五
条

要
保
護
児
童
を
発
見
し
た
者
は
、
こ
れ
を
福
祉
事
務
所
若
し
く
は

設
置
す
る
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児
童
相
談
所
又
は
児
童
委
員
を
介
し
て
市
町
村

児
童
相
談
所
又
は
児
童
委
員
を
介
し
て
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児
童
相
談
所
に
通

、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児
童
相
談
所
に
通
告
し
な
け
れ

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
罪
を
犯
し
た
満
十
四
歳
以
上
の
児
童
に
つ
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ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
罪
を
犯
し
た
満
十
四
歳
以
上
の
児
童
に
つ
い
て
は
、
こ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所
に

の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所
に
通
告
し
な
け

通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
要
保
護
児
童

の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
及
び
児
童
の
福
祉
に
関
連

す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。

）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い

う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

②

協
議
会
は
、
要
保
護
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
（
以
下
「
要
保
護
児
童
等
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
要
保
護
児
童
の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
に
必

要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
内
容
に

関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

③

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
協
議
会
を
設
置
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

協
議
会
を
設
置
し
た
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
協
議
会
を
構
成
す
る
関
係
機

関
等
の
う
ち
か
ら
、
一
に
限
り
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
を
指
定
す
る
。

⑤

要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
は
、
協
議
会
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
と
と

も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
要
保
護
児

童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童
相

談
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
三

協
議
会
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
協

議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
機
関
等
に
対
し
、
資
料
又

は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
十
五
条
の
四

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

第
二
十
五
条
の
五

次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
会
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
の
区

分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
協
議
会
の
職
務

に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関

当
該
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者

二

法
人

当
該
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

協
議
会
を
構
成
す
る
者
又
は
そ
の
職
に
あ

つ
た
者

第
二
十
五
条
の
六

市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相

談
所
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
児
童
の
状
況
の
把
握
を
行
う
も
の
と
す

る
。

第
二
十
五
条
の
七

市
町
村
（
次
項
に
規
定
す
る
町
村
を
除
く
。
）
は
、
要
保
護

児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
も
の
と
し
、
第
二
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
又
は
そ
の
保
護

者
（
以
下
「
通
告
児
童
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
七
条
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学
的

、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健
上
の
判
定
を
要
す
る
と
認
め
る
者

は
、
こ
れ
を
児
童
相
談
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

二

通
告
児
童
等
を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
の
知
的
障
害
者
福



- 24 -

祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
知

的
障
害
者
福
祉
司
（
以
下
「
知
的
障
害
者
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
又
は
社
会

福
祉
主
事
に
指
導
さ
せ
る
こ
と
。

②

福
祉
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
は
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援

の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
も
の
と
し
、
通
告
児
童
等
又
は
妊
産
婦
に
つ
い

て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
七
条
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学
的

、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健
上
の
判
定
を
要
す
る
と
認
め
る
者

は
、
こ
れ
を
児
童
相
談
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

二

次
条
第
二
号
の
措
置
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
当
該
町
村
の

属
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

三

助
産
の
実
施
又
は
母
子
保
護
の
実
施
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
こ

れ
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
実
施
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
の
八

都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
の
長
は
、
第
二
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は
前
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
次
条
第
一
項
第
三
号
の

第
二
十
五
条
の
二

福
祉
事
務
所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は
次
条
第

規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
、

妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の

そ
の
保
護
者
又
は
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の

措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

児
童
又
は
そ
の
保
護
者
を
そ
の
福
祉
事
務
所
の
知
的
障
害
者
福
祉
司
又
は

一

（
略
）

社
会
福
祉
主
事
に
指
導
さ
せ
る
こ
と
。

二

児
童
又
は
そ
の
保
護
者
を
そ
の
福
祉
事
務
所
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
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福
祉
司
（
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
知
的
障
害
者
福
祉
司
」

三
・
四

（
略
）

と
い
う
。
）
又
は
社
会
福
祉
主
事
に
指
導
さ
せ
る
こ
と
。

第
二
十
六
条

児
童
相
談
所
長
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た

三
・
四

（
略
）

児
童
、
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
前
条
第

第
二
十
六
条

児
童
相
談
所
長
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た

一
号
又
は
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

児
童
、
前
条
第
一
号
又
は
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第

規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童

妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の

、
そ
の
保
護
者
又
は
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次

措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
又
は
前
条
第
二
号
の
措
置
が
適
当
で
あ

一
・
二

（
略
）

る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
福
祉
事
務
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

三

前
条
第
二
号
の
措
置
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
福
祉
事
務

四
・
五

（
略
）

所
に
送
致
す
る
こ
と
。

②

（
略
）

四
・
五

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

②

（
略
）

②

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
期
間
は
、
当
該

第
二
十
八
条

（
略
）

措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
二
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に

係
る
保
護
者
に
対
す
る
指
導
措
置
（
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
効
果
等
に
照
ら
し
、
当
該
措
置
を
継
続
し

な
け
れ
ば
保
護
者
が
そ
の
児
童
を
虐
待
し
、
著
し
く
そ
の
監
護
を
怠
り
、
そ
の
他

著
し
く
当
該
児
童
の
福
祉
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府

県
は
、
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得
て
、
当
該
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

第
一
項
及
び
前
項
の
承
認
（
以
下
「
措
置
に
関
す
る
承
認
」
と
い
う
。
）
は

、
家
事
審
判
法
の
適
用
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
同
法
第
九
条
第
一
項
甲
類
に
掲
げ



- 26 -

る
事
項
と
み
な
す
。

②

前
項
の
承
認
は
、
家
事
審
判
法
の
適
用
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
同
法
第
九
条

④

都
道
府
県
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
に
係
る
承
認
の
申
立
て
を
し
た

第
一
項
甲
類
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な
す
。

場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
の
期
間
が
満

了
し
た
後
も
、
当
該
申
立
て
に
対
す
る
審
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
、
引
き
続
き

当
該
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
立
て
を
却
下
す
る
審
判
が

あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
審
判
の
結
果
を
考
慮
し
て
も
な
お
当
該
措
置
を
採
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
る
。

⑤

家
庭
裁
判
所
は
、
措
置
に
関
す
る
承
認
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
は
、
都
道

府
県
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
申
立
て
に
係
る
保
護
者
に
対
す
る
指
導
措

置
に
関
し
報
告
及
び
意
見
を
求
め
、
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
児
童
及
び
そ
の
保

護
者
に
関
す
る
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥

家
庭
裁
判
所
は
、
措
置
に
関
す
る
承
認
の
審
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
措
置
の
終
了
後
の
家
庭
そ
の
他
の
環
境
の
調
整
を
行
う
た
め
当
該
保
護
者
に
対

し
指
導
措
置
を
採
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
護
者
に
対

し
、
指
導
措
置
を
採
る
べ
き
旨
を
都
道
府
県
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条

（
略
）

②

（
略
）

③

保
護
者
は
、
経
済
的
理
由
等
に
よ
り
、
児
童
を
そ
の
も
と
に
お
い
て
養
育
し

が
た
い
と
き
は
、
市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所

第
三
十
条

（
略
）

、
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
委
員
に
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

（
略
）

第
三
十
三
条
の
四

（
略
）

③

保
護
者
は
、
経
済
的
理
由
等
に
よ
り
、
児
童
を
そ
の
も
と
に
お
い
て
養
育
し

一

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
五
条

が
た
い
と
き
は
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
委
員
に

の
八
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号

相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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及
び
第
七
項
の
措
置

当
該
措
置
に
係
る
児
童
の
保
護
者

第
三
十
三
条
の
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

一

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項

第
三
十
三
条
の
五

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号

第
二
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
項
の
措
置

当
該
措
置
に

、
第
二
十
五
条
の
八
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
二
十
七

係
る
児
童
の
保
護
者

条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
の
措
置
を
解
除

二
～
四

（
略
）

す
る
処
分
又
は
保
育
の
実
施
等
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年

第
三
十
三
条
の
五

第
二
十
一
条
の
二
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
二

法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
章
（
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は

十
六
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

、
適
用
し
な
い
。

、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
の
措
置
を
解
除
す
る
処
分
又
は
保
育
の
実
施
等
の
解

第
三
十
三
条
の
六

児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
（
次
条
及

除
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
章
（
第
十

び
第
三
十
三
条
の
八
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
の
親
権
者
が
、
そ
の
親

二
条
及
び
第
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

権
を
濫
用
し
、
又
は
著
し
く
不
行
跡
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
第
八
百
三
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
親
権
喪
失
の
宣
告
の
請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
児
童
相

第
三
十
三
条
の
六

児
童
の
親
権
者
が
、
そ
の
親
権
を
濫
用
し
、
又
は
著
し
く
不

談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

行
跡
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
第
八
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
親
権
喪
失
の
宣
告

第
三
十
三
条
の
七

児
童
相
談
所
長
は
、
親
権
を
行
う
者
及
び
未
成
年
後
見
人
の

の
請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と

な
い
児
童
等
に
つ
い
て
、
そ
の
福
祉
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所

が
で
き
る
。

に
対
し
未
成
年
後
見
人
の
選
任
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
八

児
童
等
の
未
成
年
後
見
人
に
、
不
正
な
行
為
、
著
し
い
不
行

第
三
十
三
条
の
七

児
童
相
談
所
長
は
、
親
権
を
行
う
者
及
び
未
成
年
後
見
人
の

跡
そ
の
他
後
見
の
任
務
に
適
し
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
民
法
第
八
百
四
十
六

な
い
児
童
に
つ
い
て
、
そ
の
福
祉
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
に

条
の
規
定
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
解
任
の
請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か

対
し
未
成
年
後
見
人
の
選
任
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
の
八

児
童
の
未
成
年
後
見
人
に
、
不
正
な
行
為
、
著
し
い
不
行
跡

第
五
十
条

（
略
）

そ
の
他
後
見
の
任
務
に
適
し
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
民
法
第
八
百
四
十
六
条

一
～
五

（
略
）

の
規
定
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
解
任
の
請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、

五
の
二

第
二
十
一
条
の
九
の
二
の
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用

児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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六
～
九

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
三
条

国
庫
は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
十
条
（
第
一
号

一
～
五

（
略
）

か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
一

条
（
第
一
号
の
二
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
規

六
～
九

（
略
）

定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
支
弁
す
る
費
用
に
対
し
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

第
五
十
三
条

国
庫
は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
十
条
（
第
一
号

に
よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
一
条
（
第
一
号
の

第
五
十
三
条
の
二

国
庫
は
、
第
五
十
条
第
五
号
の
二
の
費
用
、
第
五
十
一
条
第

二
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
地
方
公

一
号
の
二
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第

共
団
体
の
支
弁
す
る
費
用
に
対
し
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

二
号
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置

二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十
一
条
第
五
号
の
費
用
に
対
し
て
は
、
政

第
五
十
三
条
の
二

国
庫
は
、
第
五
十
一
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ

令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る

ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二
号
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

。

ス
及
び
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
並
び
に

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
一
条
第
五
号
の
費
用
に
対
し
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

②
・
③

（
略
）

の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

前
項
に
規
定
す
る
額
の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
確
保
及
び
本
人

又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
政

第
五
十
六
条

（
略
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
私
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
・
③

（
略
）

⑤

育
成
医
療
の
給
付
又
は
第
二
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
又

は
第
二
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
べ
き
都
道
府
県
の
知
事
は
、
本
人
又
は
そ
の

扶
養
義
務
者
に
対
し
て
、
そ
の
負
担
能
力
に
応
じ
、
そ
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部

④

育
成
医
療
の
給
付
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
を

を
指
定
育
成
医
療
機
関
又
は
同
条
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
を
行
う
医
療
機
関
（

支
弁
す
べ
き
都
道
府
県
の
知
事
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
に
対
し
て
、
そ

第
七
項
に
お
い
て
「
指
定
育
成
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
支
払
う
べ
き
旨
を

の
負
担
能
力
に
応
じ
、
そ
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
育
成
医
療
機
関
に
支
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命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

払
う
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥⑦

本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
旨
を
命

ぜ
ら
れ
た
額
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
育
成
医
療
機
関
等
又
は
業
者
に
支
払
つ
た

と
き
は
、
当
該
指
定
育
成
医
療
機
関
等
又
は
業
者
の
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対

⑤

（
略
）

す
る
当
該
費
用
に
係
る
請
求
権
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
消
滅
す
る
も
の
と
す
る

⑥

本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
旨
を
命

。

ぜ
ら
れ
た
額
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
育
成
医
療
機
関
又
は
業
者
に
支
払
つ
た
と

⑧

第
五
項
又
は
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
本
人

き
は
、
当
該
指
定
育
成
医
療
機
関
又
は
業
者
の
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
す
る

又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら

当
該
費
用
に
係
る
請
求
権
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

れ
た
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
な
か
つ
た
た
め
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村

⑦

第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
措
置
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
本
人

に
お
い
て
そ
の
費
用
を
支
弁
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は

又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら

、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
そ
の
支
払
わ
な
か
つ
た
額
を
徴
収
す
る
こ

れ
た
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
な
か
つ
た
た
め
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村

と
が
で
き
る
。

に
お
い
て
そ
の
費
用
を
支
弁
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は

⑨

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
能
力
の
認

、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
そ
の
支
払
わ
な
か
つ
た
額
を
徴
収
す
る
こ

定
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
又
は
第
五
項
若
し
く

と
が
で
き
る
。

は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
払
の
命
令
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

⑧

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
能
力
の
認

き
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
収
入
の
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
に
対
し
、

定
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
又
は
第
四
項
若
し
く

必
要
な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
払
の
命
令
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

⑩

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
は
、
こ

き
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
収
入
の
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
に
対
し
、

れ
を
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
居
住
地
又
は
財
産
所
在
地
の
都
道
府
県
又
は

必
要
な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

市
町
村
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑨

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
は
、
こ

⑪

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
費
用
を

れ
を
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
居
住
地
又
は
財
産
所
在
地
の
都
道
府
県
又
は

、
指
定
の
期
限
内
に
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
費

市
町
村
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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用
に
つ
い
て
は
国
税
の
、
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
費
用
に

⑩

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
費
用
を

つ
い
て
は
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

、
指
定
の
期
限
内
に
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
費

場
合
に
お
け
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も

用
に
つ
い
て
は
国
税
の
、
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
七
項
に
規
定
す
る
費
用
に

の
と
す
る
。

つ
い
て
は
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

第
五
十
九
条
の
四

こ
の
法
律
中
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

場
合
に
お
け
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も

務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

の
と
す
る
。

指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二

第
五
十
九
条
の
四

こ
の
法
律
中
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
並
び
に
児
童
相
談
所
を

務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

設
置
す
る
市
と
し
て
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う

の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条

。
）
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核

の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、

市
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
が
処
理
す
る

政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定

等
」
と
い
う
。
）
が
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

は
、
指
定
都
市
等
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す

法
律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
等
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指

る
。

定
都
市
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

②

（
略
）

③

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
に
対
し
、
当
該
児
童
相
談
所

の
円
滑
な
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
勧
告
、
助
言
又
は
援
助
を
す
る
こ

②

（
略
）

と
が
で
き
る
。

④

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
六
十
一
条
の
三

第
十
八
条
の
八
第
四
項
、
第
十
八
条
の
十
二
第
一
項
、
第
二

十
一
条
の
三
十
又
は
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の

懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
六
十
一
条
の
三

第
十
八
条
の
八
第
四
項
、
第
十
八
条
の
十
二
第
一
項
又
は
第
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二
十
一
条
の
三
十
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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○

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
六
条
関
係
）

改

正

後

現

行

（
援
助
、
協
力
）

（
援
助
、
協
力
）

第
十
六
条

家
庭
裁
判
所
は
、
調
査
及
び
観
察
の
た
め
、
警
察
官
、
保
護
観
察
官

第
十
六
条

家
庭
裁
判
所
は
、
調
査
及
び
観
察
の
た
め
、
警
察
官
、
保
護
観
察
官

、
保
護
司
、
児
童
福
祉
司
（
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定

、
保
護
司
、
児
童
福
祉
司
（
児
童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福

す
る
児
童
福
祉
司
を
い
う
。
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
児
童

祉
司
を
い
う
。
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
児
童
委
員
に
対
し

委
員
に
対
し
て
、
必
要
な
援
助
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
、
必
要
な
援
助
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

少
年
院
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
六
条
関
係
）

改

正

後

現

行

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

少
年
院
の
長
は
、
警
察
官
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

２

少
年
院
の
長
は
、
警
察
官
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
司
そ
の
他
の
公
務

四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
司
そ
の
他
の
公
務
員
に
対
し
、

員
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

必
要
な
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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○

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
七
条
関
係
）

改

正

後

現

行

（
道
府
県
民
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

（
道
府
県
民
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

第
二
十
三
条

道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

第
二
十
三
条

道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

扶
養
親
族

道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
親
族
（
そ
の
納
税
義
務
者
の
配

八

扶
養
親
族

道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
親
族
（
そ
の
納
税
義
務
者
の
配

偶
者
を
除
く
。
）
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

偶
者
を
除
く
。
）
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
に
規
定
す
る
里
親

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ

に
委
託
さ
れ
た
児
童
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

た
児
童
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
養
護
受
託
者
に
委
託

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
養
護
受
託
者
に
委
託
さ
れ
た
老
人

さ
れ
た
老
人
で
そ
の
納
税
義
務
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
（
第
三
十
二
条
第
三

で
そ
の
納
税
義
務
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す

項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の

る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け

支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も

る
も
の
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
者

）
の
う
ち
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
者
を
い
う
。

を
い
う
。

九
～
十
四

（
略
）

九
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
市
町
村
民
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

（
市
町
村
民
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

第
二
百
九
十
二
条

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
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第
二
百
九
十
二
条

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

扶
養
親
族

市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
の
親
族
（
そ
の
納
税
義
務
者
の
配

八

扶
養
親
族

市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
の
親
族
（
そ
の
納
税
義
務
者
の
配

偶
者
を
除
く
。
）
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

偶
者
を
除
く
。
）
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
同
号
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
た
児
童
及
び
老
人
福
祉
法
第
十
一
条
第
一

り
同
法
第
六
条
の
三
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
た
児
童
及
び
老
人
福
祉
法
第

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
養
護
受
託
者
に
委
託
さ
れ
た
老
人
で

十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
養
護
受
託
者
に
委
託
さ

そ
の
納
税
義
務
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
（
第
三
百
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す

れ
た
老
人
で
そ
の
納
税
義
務
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
（
第
三
百
十
三
条
第
三

る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け

項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の

る
も
の
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も

）
の
う
ち
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
者
を
い
う
。

の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
者

九
～
十
三

（
略
）

を
い
う
。

２
～
４

（
略
）

九
～
十
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
八
条
関
係
）

改

正

後

現

行

（
支
給
要
件
）

（
支
給
要
件
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
当
は
、
児
童
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
当
は
、
児
童
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
児
童
に
つ
い
て
は
、
支
給
し
な
い
。

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
児
童
に
つ
い
て
は
、
支
給
し
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
に
規
定

五

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き
。

第
三
号
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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○

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
九
条
関
係
）

改

正

後

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三
十
三
の
二

（
略
）

一
～
三
十
三
の
二

（
略
）

三
十
四

扶
養
親
族

居
住
者
の
親
族
（
そ
の
居
住
者
の
配
偶
者
を
除
く
。
）
並

三
十
四

扶
養
親
族

居
住
者
の
親
族
（
そ
の
居
住
者
の
配
偶
者
を
除
く
。
）
並

び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
（
都
道
府
県
の
採
る
べ
き
措
置
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
（
定

第
三
号
（
都
道
府
県
の
採
る
べ
き
措
置
）
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
里
親

義
）
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
た
児
童
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年

に
委
託
さ
れ
た
児
童
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
市
町
村
の
採
る
べ
き
措
置
）

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
市
町
村
の
採
る
べ
き
措
置
）
の
規
定
に
よ
り
同
号
に

の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
養
護
受
託
者
に
委
託
さ
れ
た
老
人
で
そ
の
居
住

規
定
す
る
養
護
受
託
者
に
委
託
さ
れ
た
老
人
で
そ
の
居
住
者
と
生
計
を
一
に
す
る

者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
（
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従

も
の
（
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で

者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条

同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事

第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
合
計

業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万

所
得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
者
を
い
う
。

円
以
下
で
あ
る
者
を
い
う
。

三
十
四
の
二
～
四
十
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

三
十
四
の
二
～
四
十
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
十
条
関
係
）

改

正

後

現

行

第
七
条

市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所
が
児

第
七
条

児
童
相
談
所
又
は
福
祉
事
務
所
が
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
に
係
る
児

童
虐
待
を
受
け
た
児
童
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を

童
福
祉
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
告
を
受
け
た
市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す

通
告
を
受
け
た
児
童
相
談
所
又
は
福
祉
事
務
所
の
所
長
、
所
員
そ
の
他
の
職
員
及

る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所
の
所
長
、
所
員
そ
の
他
の
職
員
及
び
当
該
通
告

び
当
該
通
告
を
仲
介
し
た
児
童
委
員
は
、
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
事
項
で
あ
っ
て

を
仲
介
し
た
児
童
委
員
は
、
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
事
項
で
あ
っ
て
当
該
通
告
を

当
該
通
告
を
し
た
者
を
特
定
さ
せ
る
も
の
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
者
を
特
定
さ
せ
る
も
の
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
通
告
又
は
送
致
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）

（
通
告
又
は
送
致
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）

第
八
条

児
童
相
談
所
が
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
二

第
八
条

児
童
相
談
所
が
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
二

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

は
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
十
五
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た

送
致
を
受
け
た
と
き
は
、
児
童
相
談
所
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
児
童
の
安
全
の

と
き
は
、
児
童
相
談
所
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
う
よ

確
認
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の

う
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一

規
定
に
よ
る
一
時
保
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

時
保
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
大
都
市
等
の
特
例
）

（
大
都
市
等
の
特
例
）

第
十
六
条

こ
の
法
律
中
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政

第
十
六
条

こ
の
法
律
中
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政

令
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

令
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
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び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い

び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い

う
。
）
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所

う
。
）
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市

設
置
市
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
都
市
若
し
く
は
中

（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
が
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

核
市
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
が
処
理
す

お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
等
に
関
す
る

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規

規
定
と
し
て
指
定
都
市
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

定
は
、
指
定
都
市
等
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と

す
る
。
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